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令和７年度財政援助団体等監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

   令和７年１０月１日（水）から令和８年２月２７日（金）まで 

 

第２ 監査の対象 

 １ 監査対象年度 

   令和６年度 

 ２ 監査対象事務 

   次に掲げる団体等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助などに係るも

の（地方自治法第１９９条第７項、地方自治法施行令第１４０条の７） 

  ⑴ 区が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的

援助を与えているもの 

  ⑵ 区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資してい

る法人 

  ⑶ 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの 

  ⑷ 区が公の施設の管理を行わせている指定管理者 

 ３ 監査対象団体 

   今回の監査対象団体及び監査対象部は以下のとおりであり、監査対象団体の名

称及び監査対象部（課）は別表のとおりである。 

⑴  監査対象団体数    ２４団体（延べ２９団体※） 

① 補助金等交付団体           １８団体 

② 貸付団体                １団体 

③ 出資団体                ２団体 

④ 債務保証団体              １団体 

⑤ 指定管理者               ７団体 

※補助金２件について監査した団体が２団体、貸付金１件と出資金１件及び

債務保証１件について監査した団体が１団体、指定管理者２件について監

査した団体が１団体。 

  ⑵ 監査対象部 

    監査対象団体に係る監査対象事務を所管する部・局 

 

第３ 監査の方法 

１ 書面監査 

   監査対象団体及び監査対象部に対し関係書類の提出を求め、監査事務局内で決

算書の計数や証拠書類の確認を行い、必要に応じ監査対象団体及び監査対象部に

説明を求めた。 

   なお、監査実務を会計の専門的視点から補完するため、補助金交付団体２団体
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（囲町東地区市街地再開発組合、弥生町二丁目１９番地区防災街区整備事業組

合）、出資団体１団体（株式会社まちづくり中野２１）、指定管理者３団体（ヴ

ィアックス・紀伊國屋書店共同事業体、日本体育施設グループ、社会福祉法人東

京都手をつなぐ育成会）の延べ６団体について、公認会計士による会計関係書類

の調査を併せて実施した。 

２ 実地監査 

次の指定管理者について、所管部や事業者から指定管理の概要や状況の説明

を受け、監査委員による質疑応答を行った。 

⑴ 日本体育施設グループ 【哲学堂公園（運動施設）、哲学堂公園】 

⑵ ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体 【中央図書館、中野東図書館】 

 

第４ 監査の着眼点 

補助金等の決定が法令等に適合し適正になされているか、公の施設の管理が法

令、条例等の根拠に基づき適正に行われているかなど、中野区監査実施要綱第７

条で定める監査等の着眼点のうち、財政援助団体等監査の着眼点から適宜選択し

た。 

 

第５ 監査の結果 

今回の財政援助団体等監査においては、補助金交付団体、貸付団体、出資団体

及び債務保証団体は、それぞれの目的に沿って概ね適切に運営され、また、指定

管理者による公の施設の管理運営は、その目的に沿って概ね適正に行われており、

文書による指摘が必要と認められる事項はなかった。 

しかし、指摘には至らないが、補助金の交付申請書の提出期限を過ぎていたも

のについて、別途取り扱いの決定を行わず補助金を交付していたもの、指定管理

者の精算対象外の支出項目で当初計画額を大きく下回っていたもの、指定管理者

の収支報告書において人件費の内訳が明確になっていないものが見受けられた。 

これらの事項については、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じ、適正な

処理と改善を関係者に求めたところである。 

 

第６ 意見 

今回の監査の実施を通じて、特に留意されるべき事項について、次のとおり意

見を述べる。 

１ 補助金交付手続きの適正な運用について 

補助金の交付申請において、要綱に基づく提出期限を過ぎて提出された申請書

に対し、期限までに提出された申請と同様に補助金を交付した事例があった。申

請者間の公平性に問題が生じる可能性があるため、申請期限順守の徹底を図ると

ともに、やむを得ない事情等を考慮する必要がある場合には、別途起案決定して

対応するなど、補助金交付に係る要綱の適正な運用に取り組まれたい。 
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２ 指定管理者の会計処理の見直しについて 

指定管理施設では、当初の事業計画に基づいて指定管理料が算定され、運営が

行われているが、一部の施設で天候に支出が左右される等の理由から、精算対象

外の支出項目で、数年間にわたり当初計画の残額が大きいものがあった。事後精

算を行わない支出項目の残額の拡大は、指定管理料が適切に区民サービスに還元

されていないことにもなるため、実績に見合った事業計画に見直すことが必要で

ある。一方で、同施設では指定事業費の支出項目では毎年、不足が発生しており、

施設全体の事業収支は大きな黒字とはなっていなかった。指定管理者と事業計画

について十分協議を行い、予算計上額の審査をより精緻に実施し、指定管理者の

インセンティブを明確にすることで、区民サービスが拡充されるよう、実態に合

わせた予算の組み換え、及び精算対象区分の見直し等を行われたい。 

中野区指定管理者制度ガイドラインでは、指定管理者の本社(本部)経費の取扱

について、「 施設の管理運営にあたり間接的に要する経費として、本社(本部)の総

務や人事部門等の経費の計上についても必要に応じ認めることとするが、その内

容は明確にしておくこと」とされている。しかしながら、収支報告書において、

本部管理分と施設従事職員分の人件費の区分が不明確なものがあった。このため、

当該施設従事職員分のみに適用されるべき公契約条例に係る人件費の増額分につ

いて、適切に充当されているか書面上で確認することができなかった。最終的に

は、適切に充当されていたことを確認したものの、本部管理経費の明確化は指定

管理料が適切に区民サービスに還元されているかを評価する上で必要な資料であ

ることから、収支報告書の提出の際 人件費内訳」に加え 本部管理経費の配賦

計算表」及び 消費税精算表」についても提出を求めるなど、本部管理経費につ

いて適切な区分が確認できるよう指導されたい。 

 

３ 実地監査を踏まえた意見 

指定管理者制度の趣旨に照らせば、指定管理者が施設の特性を活かし、利用者

サービスの向上や利用促進に資する事業を主体的に企画・実施することが求めら

れる。実地監査を行った哲学堂公園（運動施設）、哲学堂公園、中央図書館、中野

東図書館では、ユーザーの利便性向上に向けた改善等は図られているものの、例

えば、フォトスポットの設置や飲食の充実など、施設の魅力向上、利用者増に向

けた積極的な取組、グッズ販売などの収益向上など、民間事業者ならではの創意

工夫が十分に発揮されている印象は持たなかった。 

事業の実施等により得られる収益や、利用者数・満足度の向上等の成果が指定

管理者の評価に直接反映される仕組みは、指定管理者の自律的な改善・提案を促

す要素となる。成果の把握・評価の枠組みを明確化し、区立施設としての範囲内

で指定管理者の創意工夫が適切に発揮できるインセンティブの見直しなど運用改

善に取り組まれたい。 

また、利用者増に向けては積極的な情報発信が必要である。例えば地域開放型

図書館については開設されたばかりであり、認知度の低さが利用率に現れている
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と思われるが、定期財務監査において現地視察をした際、入口もわかりづらく、

地域住民へのＰＲ強化の必要性が感じられた。様々な媒体を活用した積極的な情

報発信を行い、利用率の向上に努められたい。 

 

４ 株式会社まちづくり中野２１について 

最後に、区が出資している株式会社まちづくり中野２１について触れたい。 

今回は令和６年度の状況についての監査であり、会計上、特に課題となるとこ

ろは見られなかった。旧中野サンプラザの土地・建物については無償で区に寄付

し、法人は解散する方針となったことから、今後、旧中野サンプラザの資産性評

価をどのように取扱うのかについては注視したい。また、中野駅前広場整備や区

画整理が進むなか、旧中野サンプラザの遊休状態が継続することは、まちの賑わ

い等への影響は大きいものがある。中野駅新北口駅前エリアの再整備が、将来の

中野を見据えた最良のものとなるよう、様々な意見を結集して方向を見定め、着

実に取組まれたい。 
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別表 

                   

 


